
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 宮城県がん対策推進計画について

第 節 策定の趣旨

がんは、宮城県（以下「県」という。）では昭和 59（1984）年から死因の第 1 位であり、現在

はがんが原因で、令和３（2021）年には、年間約 7 千人が亡くなっています。約３人に１人が

がんで亡くなっているほか、生涯のうちに約２人に１人が罹患すると推計されているなど、依然

として、県民の生命と健康にとって重大な問題です。 

 

県は、平成 19（2007）年 6 月に公表された国の「がん対策推進基本計画」（以下「基本計画」

という。）に基づき、県のがん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成 20（2008）年 3

月に「宮城県がん対策推進計画」（以下「県計画」という。）、平成 25（2013）年 3 月に「第 2 期

県計画」、平成 30（2018）年 3 月に「第３期県計画」を策定しました。 

 

第３期県計画のもと、がん患者を含めた県民が、がんの克服を目指し、がんに関する正しい知

識を持ち、避けられるがんを防ぐことや、様々ながんの病態に応じて、いつでもどこに居ても、

安心かつ納得できるがん医療や支援を受け、尊厳を持って暮らしていくことができるよう、「が

ん予防」、「がん医療の充実」及び「がんとの共生」を 3 つの柱として全体目標を設け、各種施策

を行いました。 

 

第３期の評価では、目標値の達成の有無に加え、全国との比較として、「全国平均との比較」

及び「都道府県順位のベースライン値との比較」を追加し、値の達成だけでは評価しきれない本

県の課題を抽出しました。全体目標の数値目標であるがんの年齢調整死亡率（75 歳未満）「12％

減少」を目標に掲げ、評価年次である令和３年では達成することができたものの、全国と比較し

た場合、全国平均値より高く、都道府県順位も平成 27 年の 25 位から 26 位となっています。分

野別施策の評価では、喫煙、アルコール摂取を含む生活習慣の悪化やがん検診受診率の伸び悩み

等のがん予防の分野で課題が見られました。 

 

また、第３期県計画の策定から６年が経過し、更なる高齢化の進展に伴いがんの罹患や死亡は

増加し続けており、がん医療や支援の地域差・医療機関間の差も見受けられます。質の高いがん

対策を持続可能なものとするためには、役割分担や連携の強化、人材の適正配置など、地域資源

の有効活用等に取り組むことが重要となります。併せて、患者・市民参画やＩＣＴの活用・デジ

タル化の推進、感染症発生・まん延時や災害時における対応の検討を進める必要があります。 

 

こうした状況を踏まえ、国の基本計画が令和 5（2023）年 3 月に変更されたことを受けて、県

においても、がん対策基本法（以下「法」という。）第 12 条第 1 項の規定により第４期県計画

を策定しました。 

なお、第４期から施策の評価に当たっては、全体目標、分野別目標及び個別目標と各施策の関

連性を明確にし、ＰＤＣＡサイクルの実効性を確保するため、ロジックモデルを活用していま

す。 
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第４期計画では、関連する内容について、県民の皆様にわかり

やすくお伝えするために、コラムを設けました。 
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第１章 宮城県がん対策推進計画の策定

第２節 計画の位置づけ

計画は、県政運営の基本的な指針である「新・宮城の将来ビジョン」の政策推進の基本方向「誰

もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり」の実現を図るための個別計画に位置付けられ

ます。 

 

また、計画は、県のがん対策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画として平成 30（2018）

年 3 月に策定された第３期県計画を変更したもので、法に規定する都道府県がん対策推進計画と

して位置づけます。 

計画の実施に当たっては、「宮城県地域医療計画（医療費適正化計画を含む）」「みやぎ 21 健康

プラン」「宮城県循環器病対策推進計画」「宮城県食育推進プラン」「宮城県自死対策計画」「みや

ぎ高齢者元気プラン」などの関連計画と調和を保ち、かつ、連携しながら県のがん対策を推進し

ます。 

 

なお、第８次宮城県地域医療計画（第５編第２章「第１節：がん」）とは一体的に策定しており、

具体的事項については、本計画に記載することとされています。 

各個別計画と連携 

宮城県地域医療計画 
みやぎ高齢者元気プラン 

新・宮城の将来ビジョン 
～誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり～ 

みやぎ２１健康プラン 

宮宮城城県県ががんん対対策策推推進進計計画画  

宮城県循環器病対策推進計画 
宮城県食育推進プラン 

宮城県自死対策計画 

第２節　計画の位置づけ
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第４期計画では、法の規定及び基本計画の期間や「宮城県地域医療計画」、「みやぎ 21 健康

プラン」等の関連計画との調和を図るため、これらの計画の始期と終期と一致させることとし、

次のとおりとします。 

第１章 宮城県がん対策推進計画の策定

第３節 計画の期間

関連する計画 ～ H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 ～ R10 R11 

がん対策推進基本計画（国） （H29～） 第３期 第４期  

宮城県がん対策推進計画  第３期 第４期 

 

みやぎ 21 健康プラン （H25～） 第２次 第３次 

宮城県地域医療計画  第 7 次 第 8 次 

宮城県循環器病対策推進計画  第１期 第２期 

みやぎ高齢者元気プラン  第７期 第８期 第９期  

宮城県食育推進プラン （H28～）第３期 第４期  

66 年年間間  

令令和和 66（（22002244））年年度度かからら令令和和 1111（（22002299））年年度度ままででのの 66 年年間間  

策策定定年年度度  

計計画画期期間間  

令令和和 55（（22002233））年年度度  
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